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在宅身体障害者の生活とボランティア

はじめに

らしの重度身体障害者が生活を送る上で、

彼らの生活を支える「介劫」はなくてはならない

ものであり、現在その介助者としてボランティア

が一定の役割を果たしている。

ボランティア活動は、今日社会の様々な場面で

活動を展開し、注目されているが、平成 12年度の

(経済企画庁編)では「ボランティ

アが深める好縁」というサブタイトルでボランティ

ァ.NPO活動が特集として取り上げられた。そ

れによれば、国民の 3人に 1人がボランティア活

動への参加意欲を持っていること、そしてその半

数以上の人が自分の自発的な意思によって参加し

たいと思っていることが明らかとなった。また、

ボランティア活動が人間関係をrtげること、精神
詣での充実をもたらすこと1)、政府や企業の制約

から自由であること、の 3点を挙げて、ボランティ

アの積極的な意義を述べている。

もちろん市民の自発的な意思によるボランティ

ア活動が、社会をより豊かにする可能性をもつこ

とやボランティア活動が高度化した社会の開審感

を打ち破る可能性があることについて異論はない。

しかし、ボランティアの積極的な側面を述べると

き、ボランティアをする側にとって、という点ば

かりが強調されることには多少の違和感吾覚える。

は、ボランティアが活動する分野として

どの福祉に関する活動」が体

の中で 15%を占める、としている O これはボラ

ンティアの多様な活動の中でも社会福祉の領域に

おける活動の割合が、無授できない規模で存在す

ることを示しているといえるだろう O つまり、ボ

ランティア活動を語るときに社会福祉の領域にお
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ける活動について触れずにおくことはできないの

である。この福祉ボランティアとでもいうべき存

在は、社会生活を営むにあたって、伺らかの閤難

を抱えた人を対象としており、それゆえ活動を受

ける値目の生活や状況の改善に寄与することが本来

の目的として位置づくといえる。であるならば、

ボランティアを「する儲」にとってどういうもの

かという議論とは別に、「受ける額引にとってボ

ランティアがどのように位置づくかということも

検討しなくてはならないだろう。とりわ

の介助ボランティアは、活動がそのまま対象者の

生活にダイレクトに関わっているという意味でこ

の点は重要である。

そこで本稿では、地域で一人暮らし生活をする

震度の身体障害者の介助をするボランティアに注

目し、特にボランティアによる介劫を受ける側で

ある障害者から見て、どのように位置づくかを明

らかにすることを目的とする。

これまで障害者の介助ボランティアについては、

その位置付けが十分に検討されているとは言い難

い。それは、ボランティアが介助のマンパワー不

足を解消するものとして期待されていることに対

する批判、つまり行政の怠慢、安上がり福祉につ

ながりかねないといった危機感が存在していたた

めだと思われる(九ここでは韓害者への介助とは、

公的なサービスによって行われるべき領域であっ

て、そもそもボランティアが活動すべき領域では

ない、という捉え方以上になされていないへ

もちろん介助についてはより良い制度が望まれ

るし、そうならなくては因る。しかし、制度が十

分でないためにボランティアによる介助を必要と

し、それによって生活を成り立たせている

が現に存在しているのであれば、介助ボランティ
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アの果たしている役割を明らかにしていくことは、

今後在宅身体障害者への介助のあり方を検討して

いく上でも重要な論点を示唆することにつながる

といえるだろう O

なお後で述べることになるが、障害者の介助を

めぐっては、徐々に制度化が進みつつある。そこ

で本稿ではこの状況に注目し、介助の制度化が進

麗する中で、ボランティアの位置付けが撞害者か

ら見て具体的にどのように変化しているのかを検

討する。それにあたってまず、彼らが介助ボラン

ティアの必要な「地域での一人暮らしJをするよ

うになった背景と介助の制捜化による今日的状況、

及びその中でのボランティアの評価についてを先

行研究から明らかにし、それを踏まえたヒで実際

にボランティアによる介助を受けている重度身体

障害者への聞き取り調査を行って得たデータを使っ

て考察する。

1.地域で一人暮らしをする理由

彼らはなぜ施設や家族との暮らしをせずに、地

域で一人暮らしを試みるのか。結論から言えばそ

れは、施設や家族との暮らしには「管理Jと「臨

離」が常に彼らについてまわり、彼らが生活する

上でそれらが非常に耐え難いものであったからで

ある。

施設生活でまず問題とされるのは、施設内にお

ける「虐待Jや「処遇の懇さJが挙げられるへ

もちろんそのような劣悪な生活状況が、施設内で

の生活を控否する理由となることは想像に難くな

いが、それ以外に施設という制度自体のもつ問題

性についても指摘されている。躍中によれば、伎

に劣悪な環境が改善されたとしても、施設には障

ための「福祉的配膳(5つというものが存在

し、これによって障害者の生活は覆われると論じ

る(九つまり擁設内には「弱者である樟害者像J

があらかじめつくられており、障害者たちは皆そ

の型にはまるように指導され、それを内面化する

よう要請されるのであるO この福祉的配慮の過剰

な張り巡らしが彼らには樹え難いこととして、施

設を出ることを選択させたのである。

一方、家族との生活についてだが、要聞は「欧

米の韓害者運動(ノーマライゼーション、

活運動)では同党施設Jを唱うのみであるのに対

し、日本の場合間見家族』が含まれているjとい

う特徴を指擁している(九

要国は、戦後日本の社会福祉システムが「家族J

に重要な意味・責務をもたせており、それによっ

て、緯害者が家族員に含まれる場合、家族によっ

て世話をするのが当然という社会通念が存在して

いる、と論じる。つまりこの社会通念によって、

障害者を含めて家族は社会から常に監視され、結

として家族は障害者を「管理J• r隅離」せざ
るを縛なくなるのである的。彼らが家族と生活す

ることを選択しない理由は、この社会通念が家族

を巻き込んで自分に降りかかってくることを回避

するためだったのである。

このように披らが地域で一人暮らしをはじめる

理由は、擁設や家族との暮らしの中で作用する

「管理」 ・ r~請離」システムが彼らにとって受け

入れ難いものであったからであるが、それは、現

状の重産身体障害者の社会的位置付けに対する自

己主張も意味するのである。

2.介助をめぐる今日的状況

地域に出て一人暮らしを始めた震度身体障害者

にとって介助制度が十分に用意されていない以上、

実際に生活を成り立たせるためにはボランティア

による介助は必要なものであった。特に彼らを

「踊離」するという問題が生じる専門職や

家族との生活を掠否して地域で一人暮らしを始め

た彼らにとって、ボランティアによる介助は責任

性や継続性の問題等を苧みつつも自分の望むかた

ちでの介助を実現しやすかったという点で一定程

度選択の余地があったといえる。しかし、ボラン

ティアが介助者として彼らに関わっていくという

ことは、必ずしも瀧足のいく介助を得ることには

つながらず、問題点も多かった。

立岩は、ボランティアを集めることの国難さや、

して得iたボランティア しないという継

続性の問題、約束の時聞を忘れたり、突然のキャ
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ンセルが生じるなどの責任性の問題、そしてボラ

ンティアに対して気を使ってしまうといった問題

等を指摘する(九また、田中は「生計と介護を成

り立たせるために疲労で体を壊したり、自分の生

活のために介護を後四しにせざる安得ないといっ

た状況Jに触れ、介助者としてのボランティアの

限界について論じている(問。

このようにボランティアが中心となった介助体

制では生活の見通しが立たず、場合によっては

「明日の介助者が誰なのかも決まらない」という

不安定さがあった。そこで、彼らは介助を安定さ

せるために有料化を図り、そのために制度として

介助料を支給するよう行政に求めたのである(山11ω1)

この介助料の嬰求運動は今臼まで粘り強く続け

られており、これまでの「辛抱強い努力の結果、

少しづ、つ前進を続けているJのが実際である(へ

そして現在、有料介助者が登場することで、これ

までのボランティア中心の介助体制が大きく変わ

ることとなった。ここでいう有料介助者とは必ず

しも専門的な知識や技術を要件とするものではな

い。むしろそれらは障害者との関わりを通して獲

得していくとされている。つまり有料介助者は、

介助の必要な障害者と直接襲用契約を結ぶことに

よって継続投を持ち、なおかつできるだけ障害者

本人の望むかたちで介助を実現するために生み出

されたものである O もちろん現在の介助料の支給

額が、必要な介助を十分用意できるほどではない

が、それでも有料介助者は支給される介助料が上

昇するにしたがって徐々に増えていき、有料介助

者のあり方も多様なものとなっている O 特に彼ら

の生活に大きく影響したのは、介助をすることで

生計を成り立たせていく「専従介助者」が生まれ

たことであるO 専従介助者は、仕事として長期間

関わってくるために、生活の安定化に大きく

する存荘として彼らに広く受け入れられた。この

ように彼らの生活は有料介助者中心の介助体制へ

と移行していくことになった。

横須賀は、障害者の介助で求められることとし

ては、決定権、選択権、維持・継続性、責任性、

震の保証が考えられると述べ、これらの基準を用

いて有料介助(アテンダント)と無料介助(ボラ

ンティア)を比較し、有料介助の有効性を論じて

いる(13)。

また、問中は介助の有料化によって成り立つ介

助体制を三つに分類している。それは、①専従介

助者を韓害者簡人が募集、種用する「錨人雇用方

式」、②介助サーどス提供組識から介助サーどス

を購入する「単発介助購入方式」、③擦数の

者が介劫料を出資し、複数の専従介助者を一括し

て濯う「集匝介護保障方式Jである(凶。むろんこの

他にも多様な介助体制のあり方が想定できょうが、

いずれにしてもこの有料介助者が、技らの生活に

かなりの程度関わってきているのが現状である。

このように介助料の支給というかたちで在宅身

体障害者の介助は制度化が徐々に進行しており、

それとともに彼らの介助体制は確実にその彰響を

受けて変化してきているO 介助ボランティア

託性や継続性をはじめとした問題点を抱えている

ため、有料介助者に比べて介助者としての適格性

が低いという評舗がされているが、その根肢には

障害者が主体性をもった「介助」を得て、なおか

っ安定した生活を送ることを目指した場合、ボラ

ンティアが主要な介助者ではそれを達成できない

ということがあった。つまり、そこで問題となっ

たのは、障害者の「自立生活」がボランティアの

存在によって大きく規定されてしまっている状態

である。むろん人権上の見地からも披らが自分ら

しい生活を安心して送れるように保障することは

当然であり、だからこそ介助制度の整備が早急に

取り組まれるべき課題となっていることはいうま

でもなL、。しかし、介助ボランティアが障害者の

生活(特に介助体制に関連する)を諜定してしま

う可能性をもつことは、一方で事実として認識し

なくてはならないこととはいえ、そのことだけを

もって「介助ボランティアには問題があるJと

括りにして提えることは適切ではないだろう。介

助制度の整備が十分ではないにしても一定程度進

み、有料介助者が介助体制の主要な部分を占める

ようになった今B的状況を見れば、そこで果たし

ている介助ボランティアの役割はおそらく以前の
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位龍付けから変化していることが予想される O

3.在宅身体障害者の介助の実態

(1 ) 調査概要

1)調査対象と鵠査方法

本稿の譜査の対象となるのは、ボランティアに

よる介助を受ける側の緯害者であるが、対象の設

定について検討した点は、地域で一人暮らしをす

る重度の身体障害者であること、本人が介助を必

要であると自覚していること、大まかであるがこ

のこ点である。重度の身体障害者という枠組みは

また議論の余地があろうが、今回は捜宜上、身体

における障害等級が1種1級であるこ

ととした。また、本人が介助を必要であると

していることは、実際に介勤者の募集をした経験

(募集用のどラを配る、広報誌などに募集を呼び

かけた、等)があることとした。調査には政令指

定都市である A市在住の 7名(男性G、女性1)

の方が協力して下さった。それぞれの欝害名は、

脳性マヒが4名、筋ジストロフィー症が2名、強

度性脊椎炎がl名で、年齢は 20代1名、 30代2

名、 40代3名、 50代l名である。

は2001年8月から 11月にかけて、本人宅

にてインタビュー形式で行った。一人あたり 2時

間から長いときには泊まりも含めて 10時間以上

に及び、また 1回だけで終わらずに数屈にも及ぶ

諮査になったこともあった。加えて、誼接持人か

の介助に関わらせていただいたことも、披らの生

活をより正確に見ることになったと思う。また、

他にも彼らが関わっている障害者団体の活動にも

参加させてもらうことができ、彼らが生活上抱え

る問題がどこにあるのかを広く考えさせられる磯

会をいただいた。

2)生活基盤と介助体制

まず彼らの経済状況についてだが、障害等級が

l種1級である場合、 i濠害基礎年金と特別障害者

を受け取ることができる O このこつをあわせ

て月額およそ 11万円(ω。そして生活保護がある。

調査では全てのケースが生活保護受給者であった。

生活保護は年金等を控除された分の生活扶助と住

宅扶助、それに障害者加算(他人介護加算はりを合

わせて受け取るがそれが、丹額 18~19 万円である。

つまり生活保護と年金を合わせて月に 30万円程

度が生活費として彼らが直接受け取る金額となる。

次に介助について、彼らに用意されている現行

の介助制度は、ホームヘルプ事業とガイドヘルプ

事業の二つがあるが、両者とも派遣時間のよ眼が

A市の内規としてあるため、その利用には限界が

ある問。そしてもう一つ、各自治体で単独に行わ

れる全身性重度障害者介助料助成事業というもの

がある。これは、障害者が自治体に介助者を推薦

して登録し、介助料を介助者へ支給するというも

のだが、 A市の場合これも月に 90時間以内とい

うよ限がある。被らはこれらの制度の利用に加え

て、生活費から有料介助者への介助料を捻出し、

生活そ成り立たせていた。つまり、彼らの生活に

は何らかのかたちで有料介助者が存在しているの

である。設らの介助体制を先に紹介した田中論文

(2000)の類型の手法を用いてみると大きく三つ

に分けることができた。

①専従介助者紹介方式

この介助体制に該当するのは2ケースであった。

この場合、自立生活センター(18)を利用して専従介

助者を 3人紹介してもらい、そこで直接濯用関保

を結ぶという方法をとるものであるo 3人の専従

介助者は自立生活センターの設定した料金にした

がってローテーションで 24持関介助体制を組ん

でおり、ボランティアが介助会することはなく、制

は不可能な 24時間介助を成立させている。た

だし、この介助体制は現在センターの会員だけに

限られている。介助者に対する社会保険などの用

はされておらず、また、介助者が急にやめるこ

とになっても代わりの介助者がすぐに見つからな

いといったことが課題だとされている O

②個人麗用方式

これは専従介助者を舘人で募集、腫用していく

方法である。調査では3ケースがこの介助体制で

生活をしていた。誠査で見えた範囲であるが、 3

ケースとも在宅歴が 15年以上と比較的長いこと

が特徴として挙げられる。専従介助者は、 1田6""'
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13時間を週に 4、5田入ることになる。料金設定

は時給 1000円程度でケース毎の はほとんど

ない。専従介助者が入る時間帯以外はホームヘル

ノf一、アルバイトや民間介助サービス業者などの

有料介助者とボランティアが埋めることになる。

泊まりを含めた夜間の介助には有料介勤者を入れ

ていることが多いが、ボランティアが介助してい

る場合も見られた。介助体制は安定しているとは

いえなL、。介劫に穴ができることがよくある O そ

のときには、まずボランティアに声をかけ何とか

埋めてもらおうとするが、それでもダメな時には

自分の有料介助者に連絡する。そしてそれもダメ

なら民間介助サービス 大体それで何とか

なるが、どうしても埋まらないときには一人で過

ごすこともあるとし寸 O その時に不安が諮られる。

③単発介助購入方式

調査では 2ケースがこの介助体制に該当するが、

これは専従介助者のいない偶人雇用方式と考えれ

ばよい。つまり専従介助者への支払い分がアルバ

イトや民間介助サーピス業者などの有料介助者に

なっているのである。ボランティアによる介助は

に日中が中心で、夜間の介助にボランティアが

介助をすることはなL、。また、この方式でも介助

体制は安定しておらず、一人で過ごさざるを得な

くなる時間帯がよくあるという O

(2) 人間関係が重視される介助

Amにおける介助体制は三つに分けることがで
きたが、そのいずれもが介助者が不足していると

いう点に関しては共通しているといえるO この介

助者不足の中で、彼らは具体的にどのような悩み

を持っているのか。

-自分が伺をしたいのかうまく伝えられないと

きとか、相手の顔色をうかがってしまう。ボ

ランティアでも専従でも、最終的には自分の

やりたいことを手伝ってもらうけど、そこに

すごく持開会かけなきゃいけない。(専A)(19)

・自分の主張をストレートに詰って、介劫者が

fじゃあやめますj とかいってきたらどうし

よう、とか不安。新しい介助者に代わったら、

自分に合った介助も関係も全てやり直しにな

る。(専A)

・開題は介助者とのことに尽きる。介助者との

関係をうまくやっていくこと。 1年たっても

(関係が)うまくいかない人だっている。(専B)

・ここ 3年くらい介助者の数が減ってきて、常

に人が入れ替わるから落ち着かない。相性が

大きく影響していると思う({悶A)

-新しく入ってきた人(介助者)との人間関係

を構築するとき(がとても不安) (偶B)

・ヘルパーさんとの拐性。私生活に口を出す人

とかいる。(単A)

・一人でいることの不安。何か起きたとき対応

できないから、小便のときとかも…。やっぱ

介助の問題だ。 24時間介護が欲しい。(単B)

このように、介助の量的不足に根ざす問題の中

でも、介助者との人間関係についてが彼らの主要

な悩みとして見て寂れる。専従介助者、へjレパー、

介助ボランティアなど介助者の種類に関わらず介

助者との関係は、即自分の生活と結び、つくため、

かれらにとっては重要な問題であるO

では介助の制慶化、つまり有料化によって、こ

の人間関係の構築にはどのくらい影響があったの

だろうか。ここでは二つの意見が見られた。

-…今の自分の介助にボランティアを入れるこ

とは考えていない。持かお願いするっていう、

向こうに合わせるっていうのがあるのと、都

合が，暫くなったら電話一本で終わるっていう

のがあるから…。有料のほうがそういう関係

をつくりやすい。プライバシーのことに関し

ても人間関係が出来上がっていないと、もち

ろん仕事で来ているから何でもというわけに

はいかない。やっぱりそこには人関関係が必

要。今の人(専従介助者)とはもう 1年くら

い続いていていい感じ。(専 A)

・泊りの有料介助者を募集しないのは、(有料

にすると)ボランティアの良さが失われるか

ら。あくまでも俺の考えだけど、お金を渡す
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と対等でなくなると思う。友達感覚から雇わ

れの身になるとあっち(介助者)から遠慮さ

れる。それが悲しい。お金払うとドタキャン

とかはなくなるけど、人間関係が…。ただ、

一人で夜いて、おなかが痛くなったりすると

現実ではきつい。(簡C)

ここでは有料化による仕事としての付き合いを

通じて人間関係を築いていく方法と無償のボラン

ティアとのフランクな付き合いを通じて関係を作っ

ていきたいという方法の二つが相対するようにも

見える O しかし、以下に続く発言から、この両者が

目指していることは同じものであることがわかる。

. (有料のほうが関係を作りやすいけど)、ボラ

ンティアでも長くいてくれて、自分のことを

分かつてくれるっていうくらい信頼がおける

ようになればいい。ただなかなかそういう人

は沢山いない。(専A)

・最初は友達感覚でやっていって、人間関係が

できてくるでしょ。できてきたら、やがて有

料介助者として雇っていきたい。(友達感覚

から有料へと)関係が変わってもやっていく

覚需ができたらねえ…。(個 C)

このように両者とも介助者に対して、ちゃんと

信頼が置けるような関係を築きたいと感じていた。

むしろそれが可能であれば、有料介助者でもボラ

ンティアでもどちらでもよいのかもしれない。し

かし、人間関係を構築することと、お互いが継続

的に付き合っていくこととはまた闘の問題である。

本来有料化は安定した介助を得るために目指され

たのであり、それは次のような発言からも指摘で

きる。

• 6、7年前が、ボランティアが一番多かった

時期かな。アルバイトや民間サービスに移行

したのは定期的に決まった人がきてくれるの

が良いと思ったから。ボランティアが少なく

なってきたという理由もある。ある程度継続

的に関わってくれる人ならボランティアでも

良いけど、入れ替わりが激しいと圏るo(個A)

・ボランティア(と過ごす時間帯)と一人でい

る時間(を合わせたの)が週に大体31時開あ

るんだけど、これは月に 124時間で、例えば

時給 700丹にするとして 124x 700=84，700 

丹。これを払っていくのは無理。この分のお

金が別に出るんだったら有料介助を頼むよ。

有料のほうが確実だもん。(単B)

投らが継続的な介助を瀬うのは、自分の生活を

安定させたいという思いからきている。当然のこ

とであるがまずそれが第一に重視される。そして

そのために介助の有料化は大きなカを持っていた。

友達関係からはじめるとしても「やがては有料介

助者として躍っていきたいJと感じるのは、彼ら

の正誼な思いなのではないだろうか。

(3) ボランティアの位讃付け

1)専従介劫者とボランディア

介助の有料化が進む中でボランティアはどのよ

うに位置づいているのであろうか。調査ではボラ

ンティアによる介助を受けているのは個人麗用方

式と単発介助購入方式を合わせた 5ケースに見ら

れたので、これらを中心に見てしぺ O まず注自す

べきは、個人麓用方式の 3ケースに存在する専従

介助者についてである。彼らはどうやって専従介

助者を見つけ躍ったのか。

. (今の専従の人とは)もともと 8年くらい前

から介助保樟の運動とかで知り合いで、遊び

に来たり、ボランティアで来たりしてたんだ

けど、専従としては3年くらい蔚から雇って

いる。きっかけはその人が他の人の有料介助

者としてやっていて(結婚して)家族ができ

たから今のままでは生活が厳しくなってきた

のと、自分の介助も足りなかったから、なん

となくお互いの必要があって…。(偶C)

• 2年前から専従を雇ったんだけど、元々はボ

ランティアで介助に入ってくれたり、こっち

がどうしても介助者がL、ない時にお金払って



在宅身体障害者の生活とボランティア 65 

アルバイトとして介助に来てくれたりしてい

た。そのうちお互いに(生活する上で)必要

ということになって、こっちも相手の生活の

こと考えて始まった。(個 A)

・専従介助者を雇うという話は3年前にー囲あっ

て、それはダメになった。ボランティアとし

てきてくれてた学生の女の子が、就職決まら

ないから(こっちから)じゃあ専従でやって

みるかつて言って、それでそういう話で進ん

でいたんだけど、卒業間際に親から反対され

たからできないって寄ってきて、自分の生活

もその予定で進めていたから、それじゃ割るっ

て言ったんだけど、結局ダメで、その子はも

う来なくなっちゃって…。結局ボランティア

だった00さん(現在の専従介助者)が代わ

りにやってくれることになったから何とかなっ

たんだけど…。(倒B)

個人麗用方式の場合、 3ケースとも元々彼ら自

身の介助ボランティアが専従介助者となっていた。

つまり、安定した生活ぞ送るために介助の有料化

を翻るが、彼らが有料介助者として麗うのは、す

でに人間関係がある程度できたボランティアのほ

うが、少なくとも何も知らない人よりは選択肢と

しての優先臓位が上であったと考えられる。この

ように見るとボランティアは有料化の流れの中で、

安定した介助をもたらす専従介助者となる可能性

を持った存在として扱われていたとみることがで

きる O

2)ボランティアの役割

ボランティアが専従介助者となるパターンがあ

る一方で、撮られた介助料を使って生活しなくて

はならない彼らには、依然ボランティアの存荘は

必要なものである O 今回の調査によって見えた介

助体制の中でボランティアが介助に入る時間数と

時間帯に法話したところ、大きくニつに類型でき

た。それは、一つは 1自の介助時間が 10時間以

と比較的長時間で、時鵠帯が治まりを含めた夜

間から翌朝までという場合と、もう一つが1回の

介助時間が 2~4 時間と比較的短く、時間帯が

16 時~21 時という夕方から夜にかけてという場

合である。ここでは前者を「長時間製」後者を

「短時間型Jとしてそれぞれを見てし吋 O

まず「長時需型Jについて謂査で述べられてい

たことは以下である。

-今泊まりに来るボランティアの人はボランティ

ア歴19年の人と 10年の人。学生のときから

来ている。介助をしに来るというよりも、一

緒に酒を飲みに来るという感じかな。泊まり

明けは(翌日の轄のこと)ここ(本人の家)

から出勤していく (1劉A)

・火曜は(今年の) 5月か6月から00(学校

名)の 1年生が、水曜と土曜は長く付き合っ

ている人がボランティアで治まりに来る。

(個C)

「長時間型Jの特徴としては、①:人数自体は

多くなく、最大でも 3人躍度であるが、大体連l

自のペースで定期的に介助に来ていること、②:

ボランティアとしての経験が比較的長い傾向にあ

ること、③:学生もいるが多くは社会人で、ほと

んどが学生時代から本人のボランティアとして関

わっていたこと、骨:③にも関連するであろうが、

荘宅罷の長い人にしか存在していないこと、とい

う点が挙げられる O

「長時間型」が介助に入る夜開の泊まりを含め

た時間帯は、現在、ほとんど有料介助者によって

埋められている。{列えば次のような発言も見られ

fこ。

• 3 ~ 5年前は常に定期で入るボランティアが

いっぱいいた。泊まり介助もほとんど週1回、

定期的に入るボランティアだった。今は全部

アルバイトが週6回と00(員問介助サービ

ス業者)が避に 1剖の有料。(錨B)

このように、「長時間型」は有料介助者の出現

によって、徐々に置き換えられていることが推測

されるが、ここで見えてきた「長時間型jは、比
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較的彼らとの関わりが長く、お互いの信頼関係を

それなりに築いていると思われる。現時点ではこ

の信頼関係によって介助者として関わっているの

であろうが、 1回の介助時間が 10持間以上とい

う、生活の大きな部分を占めるこのタイプは、よ

り確かな安定性が求められるため、今後介助料が

していけば、有料介助者によって担われるこ

とになるであろう O あるいはこの「長時間型」が、

今後有料介助者となる可能性もある。いずれにし

ても、「長時間型Jは今後減少していく横向にあ

るといえるだろう O

次に「短時間裂jについて調査で述べられたこ

とは以下である。

. (ボランティアが介助に米るのは)避に 4匝。

17:00'"'"'21:00で大体一人でする。全部で 45

人くらいいて、学生がほとんどで社会人が少

しいるくらL、。男女比は去年までは男が多かっ

たけど今は女のほうが多い。 2: 1くらL、か

な。福祉系の学校にどラを配りに行って募集

するんだけどボランティアに来ている子に友

達を連れてきてもらうほうが多L、。(単B)

-過に 5、6問。 17:00'"'"'21:00で一回 2'"'"'3人

入る。全部で 50人くらいいるけど、ほとん

ど学生で女の子が9割。学校にいってどラを

配ったり、m社協の広報に募集の広告を載せ
たりするけど、ボランティアの友達を連れて

きてもらうのが一番確実。(個0

・週に 7-10人。時賠帯は 17:00'"'"'21:00。全

員で現在 42名。男女比は 7: 3で女の子の

ほうが多い。 3分の lが看護学生が占める。

00 (ボランティア専門の広報誌)、ビラま

き、ポスター貼り、口コミ、社会福祉協議会、

大学で講義して募集。(偶B)

・(名前は)20人くらいいるけど、実質は 10人

くらい。 16:00'"'"'18:00で毎選来るのは4名の

社会人(うち主婦が 3名)と 2名の学生で、

学生の方は今は休みや。ヒラ配りで募集する

といっても、ボランティアに来ている学生に

学校で貼ってもらうくらい。あと、スーパー

とかにも貼る。去年、一昨年が一番(ボラン

ティアが)多かった。 35人くらいはいた。学

生も多かったし、主婦も多かったレ・・。(単A)

・18:00-21:00までを過に3、4屈。ボランティ

アは大体20人くらいで¥うちは社会人が多

い。学生は5人かな。男女比は1: 1。学校

に行ったり街頭でビラを配ったり、ボランティ

アからの口コミ、 00(ボランティア専門の

広報誌)などで募集。社協からの紹介はほと

んどない。去年と一昨年にし 2鴎あったく

らい。(~協 A)

「箆時間型Jの特融としては、①:ケース毎に

春在する人数は比較的多いため、かなり間隔会置

いて、不定期で介助に入る場合が多いこと、②:

学生、特に女子学生が主体であり、ボランティア

としての経験もそれほど長くない場合が多いこと、

③:ボランティアを募集していた 5ケース全てに

存在していること、という点が挙げられるであろ

う。また、「短時間型」が介助に入る時間帯、つ

まり夕方は、その介助内容も夕食の準備とその食

事介助が中心で、就寝の準備などのある「長時間

型Jに比べて比較的負担の少ない作業であること

がわかった。そして、「長時間型jが徐々に減少

してきているのに対して、「器時間型」は依然と

して夕方の時間帯の介助者として主要な位置を占

めており、現在彼らにとってもボランティアとは、

この「短時間型Jのことを指すという認識がされ

ている O

-ボランティアで泊まりをする人はいないと思

う。だから募集してもねえ…。(単B)

しかし、ここで注意が必要なのは、投らにとっ

て「短時間型」が夕方の介助者として機能してい

るのも、現段階の彼らの状況がそれを適切となら

しめているに過ぎない、という点である。「短時

間型jが介助に入る時間帯、時間数、介助の内容

は、実擦に生活している彼らが、「どうやったら

自分の生活が成り立っか」という必要に追られた
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中で考案し、決定したのである O 今後、技らへの

介助料が上昇すれば、「長時間型」と閥様に、安

定した介助をする有料介助者が登場する可能性が

あるだろう O ではこのような中、彼らはボランティ

アに対してどのような役割を期待しているのだろ

うか。

-無償(ボランティア)の場合は、ちょっと遊

びに行こうとか、食事に行こうとかの制限が

ない。有償の人(有料介助者)ができないとこ

ろを無償の人がカバーするという感じ(単A)

ていることがうかがえた。つまり、現時点の段階

では介助ボランティアは彼らにとって必要不可欠

な存在であるが、彼らは「ボランティアによる介

助Jに頼らざるをえない状況について、そこから

脱していくことを目指しているのであり、その中

で、友達感覚としてボランティアと付き合ってい

くことを楽しんだり、また悩んだりしながら臼々

をiまっているようである O

介助体制がボランティア中心で組み立てられて

いた段轄では、彼らの生活がボランティアの自発

性に左右されるという不安定さ、つまり生活を送

る上での障害者側の主体性保持の国難さが問題と

もちろん現在の介助体制の中でボランティアに なったが、介助制度がある程度整備され(とは高つ

よって埋めなくては成り立たない時間帯が現実と

してあり、その意味で彼らがボランティアに望ん

でいるのは「介助者」としての役割である O しか

し、介助の有料化が一定程度進んできた現在、ボ

ランティアに対しては本格的な「介助者役割」が

されるのではなく、現時点で有料介助者が対

応困難な部分をボランティアが担うという方向性

で展開しつつある。つまりボランティアの存荘は、

生活の一定部分に不安定な要素を字むことになる

が、それでも自分の生活をより豊かにさせていく

ことを試みるために必要な役割を担っていると見

ることができるだろう O

4. I嘩害者からみたボランティア

以上調査によって見えてきたことを簡単にまと

めると、介助ボランティアは介助の有料化の流れ

の中で、一方で専従介助者となって制度の中に組

み込まれていることが明らかになった。また他方、

残ったボランティアは、今だ有料化によって賄う

ことのできない分だけを補足的に担っており、今

後の制度化の進展によって、さらにその役割を縮

小させていく額向にあることが推概できる O しか

し、このことは披らの生活からボランティアとい

う存在が消滅することを意味するものではない。

今後ボランティアに対しては、これからの生活を

より豊かにさせるために今までとはまた違った役

割を与えられる可能性を持つ存在として捉えられ

ても依然として十分でないことは期知のとおりで

あるが)、有料介助者が介助体制の主要な部分を

占めるようになった今日的状況では、彼らの生活

におけるボランティアの位霞付けはかなり変化し

てきている。今回の調査に即して言えば、ボラン

ティアを専従介助者投補と捉えたり、夕方の時間

と介助内容を設定し、ボランティアにその役割

を要講したのも、「受け手」である障害者の方で

あった。このように考えると介助ボランティアは、

制度が整備されるにしたがって、障害者ーによって

必要に応じて役割を規定され、その枠組みの中で

活動を展開させている存在、とみることができる

だろう O

おわりに

本稿では、ボランティアを捉えるにあたり、特

に揺祉ボランティアについては、活動ぞ受ける側

からの把諜が重要と考え、介助ボランティア与を受

け手である賄害者からみてどのように位置づくか

明らかにする作業を試みた。その結果、ボランティ

アによる介劫を受ける側である障害者にとってボ

ランティアの存在は、その瞬間瞬間に必要な介助

をもたらすという意味では非常に重要な存在であっ

た。また、介助ボランティアがそテ、ルとなって介

助制度の整備が介助を有料化するというかたちで

進んだ、つまり有料介助者を誕生させたという

味では、食IJ農を作っていく先駆的な役割があった
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といえるし、さらにまた一方ではその制度が完全

に整備されるまでの祷完的な役割を果たしている

という構留が見えてきた。これをいいかえれば、

瞳害者から見たボランティアの位置付けや期待さ

れる役割を具体的に明らかにすることは、彼らが

その時点で必要であると感じている支援をより具

体的なかたちで発見することができ、彼らの生活

を保障していくための施策を講じる上でいち早く

対応、できることにつながると見ることもできるで

あろう。

今後、介助ボランティアは、韓害者にとっ

要な生活環境の変化である「介助制度の進展」に

大きく影響されながら、また新たな役割を担う可

能性を持ちつつ活動を展開していくと予想される。

その際のボランティアの位置付けは、受ける側の

ニーズに寄り添ったかたちで、もっといえば、変

化していくニーズに規定されたかたちで定まって

いく、ということができるのであれば、ボランティ

アの果たしている役割を注意深く見ていくことは

重要である。

本稿では大枠でのボランティアの位置付けを明

らかにすることに終始してしまい、在宅身体障害

者にとっての介助ボランティアが果たすより具体

的な役割を把握するまでに宝らなかったが、今後

は彼らの介助の問題を含めた生活上の課題を明ら

かにし、その解決を目指していくにはボランティ

アが重要なカギを握っているということを意識し

ながら、どのような支援のあり方を提起できるの

か研究を続けていきたいと考えている。

注

(1) 白書では、ボランティア活動をしてよかったこ

とについて調べると、「新たな友人や仲間ができた」

の64%(複数回答)に次いで、「自分自身の生きが

いを得ることができたjが50%で2番告に高く、

「自分自身の啓発になった」が43%となっているO

(2) オイルショック後の 1970年代後半に提唱された

「臼ヱド型福祉社会Jは公費節約の手法のーっとして

「ボランティアJを奨励した。ボランティアが行政

サービスの量的な不足を檎うために「安い労働力

として期待されることは多いが、これに対する批

判は根強し、。例えば大熊は「税金を使いたくない

人ほど『福祉は心jr福祉社会はボランティアで』
と力説する」と批判する。〔大熊由紀子『福祉がか

わる 匪療がかわる』ぶどう社1996年 183

(3) 北野は北海道における在宅身体障害者への調変

をもとに「白立生活をしている障答者の介助に占

めるボランティアや友人の役割は非常に大きいも

のがあるJと述べているにもかかわらず、その検

討については「省略する」として、ホームヘルパー

とアテンダント(契約介助者)システムの考察の

みを行っている O つまりボランティアの存在を認

めつつも全く触れていないのである。[北野誠一

「自立生活支援の思想と介助一援助者の役割とイン

パワーメントー」定藤丈弘・縄本栄一・北野誠一

編『自立生活の思想と展望』ミネルヴァ書房 1993

年63頁]また、大熊らは、在宅身体障答者の生活

に介助ボランティアが存在することと、その不安

定さを示しているが 自 は任意の

ボランティアで支えられるものではないし、支え

られるべきものではないj と述べるにとどめてい

る。[大熊一夫・竹端寛・斎藤弥生「福祉の現場の

ボランティアj内海成治編『ボランティア学のす

すめ』昭和堂2001年 183

(4) この問題を明らかにした契機としては 1969年に

起きた府中療育センタ一樹争を挙げることができ

る。「厳格な規則による管理とプライパシー

入所時に行われる裸の写真撮影や男性職員による

女性障害者の入浴介助など非人間的な処遇の数々、

また言う事を潤かない障害者lこ対する職員のいじ

めなどJが明らかになり、社会に衝撃を与えた。

[荒川章二・鈴木雅子 11970年代告発型障害者運動

の緩鰭一日本髄性マヒ者協会『青い芝の会』をめ

ぐってJr静岡大学教育学部研究報告 人文社会学
47j 1997年 13-32頁]参照。

(5) 尾中によれば、「福祉的配慮Jは「弱者Jの理論

と「人鰐の基本的欲求」の理論が基盤になってい

るとしている。例えば外出を制限するのは「弱者」

である酒害者にとって施設の外は「あぶないJか

らであり、起床時間や食事、就寝の時間が決めら
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れているのは、規則正しい生活が「人謂の基本的

欲求Jである健康維持のためにも望ましいからで

ある O このようにして施設では「管浬j と「隔離J

が実に巧妙に正当化される。

(6) 尾中文哉「施設の外で生きる一福祉空間からの

脱出J安積純子・岡原正幸・尾中文哉・

『生の技法域補改訂版』藤原番目1995年 113-118頁

(7) 婆問洋江『障害者差別の社会学J者波番目 1999

173-174頁

(8) 施設における「福祉的配慮J，こ対応する形で、

家族には「愛情Jを持ってくることで、施設のそ

れよりも緩やかで、優しく、そしてより複雑な構

造を持って彼らは覆われることになる。「愛情のも

つ規範性Jによって障害児・者とその家族(主に

母親)が、いかに関鎖的な情緒的空間に押し込ま

れているか、要国(1999)のほかに論じているも

のとして〔詞原正幸「制度としての愛情一脱家族

とはJ安積他編 f生の技法増補改訂版J

1995年75-100貰〕がある。

樹 立岩真也「私が決め、社会が支える、のを

者が支える一介助システム論」安積純子他編『生

の技法 土皆様改訂版』藤原護活 1995年b 235頁

(10) 田中恵美子「重度身体障害者の r自立生活』を
支えるシステム一地域における隣答者介護サーど

スの現状と課題J日本女子大学文学部社会福祉学

研究会編『社会福祉4U182-183貰

日1) 日本における自立生活運動の展開の中で、主要

な問題の一つがこの介助の有料化についてであるO

これは行政lこ対して介助料諮求運動を起こし、自

分遠で介助者を麗っていくことで、安定した介助

を得ることを目的にしている。この動きは 60年代

から見られたが、日76年に全国障害者解放運動連

絡会議という全閣総織を創り、大阪でその結成大

会を開いたことを契機として、全閣的に広がった

といわれている O 詳しくは[立岩真也「はやく・

ゆっくり一自立生活運動の生成と展関J安積他編

『生の技法増補改訂版J 1995年a 165-

226頁]参照。現在、全国規模で厚生労働省に介助

料の上昇を訴える組織として「全国公的介助保障

要求者組合J 新司勲)がある。

開田中恵美子「前掲論文J181 

閥 横須賀俊司「障害者の介助制度」定等丈弘・問

本栄一・北野誠一編『自立生活の思想と展望』

ネルヴァ

(14) 

1993年 120-121頁

「前橋論文J180 

間 それぞれのよE篠な金額は、障害慈礎年金は

者等級1級の場合、年額で 1，005，000丹で月で割る

と83，777円、 は月額で 26，860円と

なっている。(いずれも平成12年度現在)

制 この他人介護加算には一般基準としての客員と、

知事承認、大臣承認と呼ばれる特別装準があり、

72，000丹以内であるのに対し、知事承

認の場合 108，300丹、大臣承認の場合 139，200円

(平成 12年度現在)となっている。この特別基準

は生活保護手i援に記載されておらず、一般の人が

この存在に気づくことは国難である。これは一部

の障害者間体(全国公的介護保障協議会)が厚生

労働省との交渉によってその所在が明らかにされ、

その後全盤的に広がっていった。調査では全ての

ケースが特別基準による支給を受けていた。

間 厚生労働省のホームヘルプ事業要綱では派遣待

期のよ殻は撤廃されているが、ほとんどの自治体

ではそれぞれの内規としてよ躍が設定されている。

これは現在ホームヘルパーの数が足りないため、

要綱通りの適用をすることが不可能なためである

とされている。この点について

論文J1995年 a 227-266 

「前掲

(18) EI立生活センターとは、 80年代のアメリカにお

ける自立生活運動によって誕生した際害者自身が

として運営されている鶴害者団体のこと

を指す。その特徴については[北野誠一「

活を支える地域サポートシステム」定藤他編 r自
立生活の思想、と展望』ミネノレヴァ書房 1993年232-

261頁][立宕真也「前掲論文J1995年b]に詳しい。

(19) この後に続く謂査による回答を、誰の発言かを

示すために専従介助者紹介方式の 2名をそれぞれ

(専A、町、個人麗用方式の 3名を(儲A、B、C)、

単発介助矯入方式の 2名を(単A、B)と表す。

(北海道大学大学院教育学研究科修士課程)


